
＜新 旧 対 照 表＞ 
 

編・章 旧 新 改正理由 

１ 総則 

１・２ 用語の定

義 

 

 

１・６ 受水槽に

直結する給水設

備の共同住宅に

係る各戸検針 

【６ページ】 

 

 

２ 構造及び材

質 

２・１ 構造及び

材質 

（４）口径 75㎜

以上の分岐から

メーターまでの

指定材料 

【14ページ】 

 

 

 

４ 主任技術者とは、厚生労働大臣及から給

水装置工事主任技術者免状の交付を受けて

いる者をいう。 

 

各戸検針を受けようとするときは、管理者

（給水工事受付センター）に各戸検針の申請

を行わなければならない｡ 

 １ 各戸検針は、「受水槽に直結する給水

設備の共同住宅に係る各戸検針実施規約」に

よる。 

 

表内 

ダクタイル鋳鉄管・内面塗装 

エポキシ樹脂粉体塗装 

JWWA G 112 注）呼び径 100以上は、平成

31年 3月 31日 給水装置工事申込み分まで、

モルタルライニング（JWWA A 113）の使用も

可とする。 

 

 

 

 

 

４ 主任技術者とは、国土交通大臣及び環境

大臣から給水装置工事主任技術者免状の交

付を受けている者をいう。 

 

各戸検針を受けようとするときは、管理者

（給水工事受付センター）に各戸検針の申請

を行わなければならない｡ 

 １ 各戸検針は、「受水槽に直結する給水

設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱」に

よる。 

 

表内 

ダクタイル鋳鉄管・内面塗装 

エポキシ樹脂粉体塗装 

JWWA G 112 注） 

 

 

 

注）呼び径 100以上は、平成 31年 3月 31

日まで、モルタルライニング（JWWA A 113）

の使用も可としていた。 

 

 

水道法令に準拠しました。 

 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各

戸検針取扱要綱改正により実施規約が廃止され

たため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内の注記を表外に移動しました。 

 

 

 



２・１・４ 給水

装置（給水管）の

災害対策 

【20ページ】 

３ 給水装置の

基本計画 

３・２・１ 直結

式給水（直結直圧

式、直結増圧式、

増圧給水設備設

置の猶予） 

＜解 説＞ 

【23ページ】 

 

 

３・２・５ 増圧

給水設備設置の

猶予 

＜解 説＞ 

【36ページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 直結式給水の適用 

※給水水圧とは、配水支管の現有水圧から長

期計画・系統切替等を考慮し、管理者が決定

した水圧をいう。 

 

 

 

 

 

１ 適用範囲 

（１）給水可能な階層及び建物規模は、給水

水圧回答書に記載された給水水圧の条件の

範囲内で計画すること。また、給水水圧が次

の条件を満たすこと。 

 

 

 

 

 

 

(別紙１参照) 

 

 

 

 

 

１ 直結式給水の適用 

※給水水圧とは、本指針において配水支管の

現有水圧から長期計画・系統切替等を考慮

し、管理者が決定した給水管分岐部における

水圧をいう。 

 

 

 

 

１ 適用範囲 

（１）給水可能な階層及び建物規模は、給水

水圧回答書に記載された給水水圧の条件の

範囲内で計画すること。また、給水水圧が次

の条件を満たすこと。 

 

 

 

 

 

 

ページを新設しました。 

 

 

 

 

 

給水水圧の測定場所をわかりやすく標記しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

階層ごとに設定していた、給水水圧の条件を見

直し、階層によらず一律 0.25MPa超としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 給水装置工

事設計図面及び

完成図面の作成 

４・２ 図面作成

の標準 

＜解 説＞ 

【61ページ】 

 

 

 

 

 

 

【62ページ】 

 

 

 

 

 

【63ページ】 

 

 

 

 

 

１ 図面の作成要領 

（３）正確、かつ、簡単明瞭であること。 

 

 

２ 図面の種類と作図 

給水装置工事の計画及び施工に際しては、方

位、案内図、平面図、配管図（立体図）、完

成図面には工事事業者名を必ず記載し、必要

に応じ 詳細図、立面図及びその他の図面を

作成すること。 

 

 

 

（２）案内図 

案内図は、すべて黒色インク又は黒色ボール

ペンで作成し、給水（申込）家屋、施工路線、

付近の状況、道路状況及び公設物等の主要な

目標物を明確にし、複写したときに鮮明とな

るよう記入すること。 

 

３ 文字 

（３）文字（数字等を含む）はすべて黒色イ

ンク又は黒色ボールペンで記入し、複写した

ときに鮮明であること。 

 

 

１ 図面の作成要領 

（３）正確、かつ、簡単明瞭であり、鮮明に

データ化すること。 

 

２ 図面の種類と作図 

給水装置工事の計画及び施工に際しては、方

位、案内図、平面図、配管図（立体図）、完

成図面には工事事業者名を必ず記載し、必要

に応じ 詳細図、立面図及びその他の図面を

作成し、管理者へ提出する際は白黒でデー

タ化すること。 

 

 

（２）案内図 

案内図は、家屋、施工路線、付近の状況、

道路状況及び公設物等の主要な目標物を

明確にし、データ化したときに鮮明となる

よう記入すること。 

 

 

３ 文字 

（３）文字（数字等を含む）はすべて黒色で

記入し、データ化したときに鮮明であるこ

と。 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

 



５ 工事申込み及

び手続き 

５・１ 給水装置

工事申込み 

【77ページ】 

＜解 説＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

【79ページ】 

 

 

 

【80ページ】 

４ 給水装置工事の申込みは、給水工事受付

センターでの窓口申請又は電子申請により

行うこと。 

 

２管理者への申込みは、・・・。工事事業者

は、必要書類を給水工事受付センターに、電

子申請または窓口で提出し、審査を受けなけ

ればならない。ただし、修繕工事の場合には、

工事完了後速やかに給水装置工事（修繕工

事）届出書を提出すること。給水装置工事の

申込みに必要な関係書類は、 

 

 

 

（28）水理計算確認書 

給水装置工事主任技術者が水理計算によ

り・・・ 

 

４ 給水装置工事の申込みは、給水工事受付

センターで行うこと。 

４ 給水装置工事の申込みは、電子申請によ

り行うこと。 

 

 

２ 管理者への申込みは、・・・。工事事業

者は、必要書類を電子データ化後、給水工事

受付センターに、電子申請で提出し、審査を

受けなければならない。ただし、管理者が紙

データでの書類提出を求めた場合はこの限

りではない。なお、修繕工事の場合には、工

事完了後速やかに給水装置工事（修繕工事）

届出書を提出すること（電子申請の対象外）。 

給水装置工事の申込みに必要な関係書類は、 

 

（28）水理計算確認書 

主任技術者が水理計算により・・・ 

 

 

４ 給水装置工事は、電子申請で給水工事受

付センターに申し込むこと。 

給水装置工事申込み及び完了届の電子申請

について 

横浜市ウェブサイト 

https://www.city.yokohama.lg.jp/busine

ss/bunyabetsu/suido/kyuusui-souchi/osh

irase/default2022081710545.html 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の定義に合わせた標記に変更しました。 

 

 

 

電子申請用の標記に変更しました。 

 

電子申請利用に関するウェブサイトＵＲＬを記

載しました。 



５・２ 完了届 

【82ページ】 

 

 

 

 

【84ページ】 

＜解 説＞ 

 

 

 

 

 

 

【85ページ】 

 

 

工事事業者は、給水装置工事が完了した場

合、速やかに管理者へ給水装置工事完了届

を、電子申請または窓口で提出しなければな

らない。提出方法は、給水工事受付センター

の窓口又は電子申請により行うこと。 

 

（６）給水装置工事記録写真 
道路掘削を伴う口径 50mm 以下の給水装置

工事を施工した場合、完了届提出時、所定の

用紙に必要事項を記入し写真を添付して提

出すること（「口径 50mm 以下給水装置工事 
道路内施工状況等工事記録写真撮影例（必須

提出用）」参照）。 
 
（７）道路掘削工事記録写真 
横浜市道で道路掘削を伴う工事を施工した

場合、完了届提出時、所定の用紙に必要事項 
を記入し写真を添付して提出すること（「道

路掘削工事記録写真」参照）。 

工事事業者は、給水装置工事が完了した場

合、速やかに管理者へ給水装置工事完了届

を、電子申請で提出すること（修繕工事を除

く）。 

 

 

（６）給水装置工事記録写真 

道路掘削を伴う口径50mm 以下の給水装置工

事を施工した場合、完了届提出時、所定の用

紙に必要事項を記入し写真を添付して電子

データ（カラー）で提出すること（「口径

50mm 以下給水装置工事 道路内施工状況等

工事記録写真撮影例（必須提出用）」参照）。 

 

（７）道路掘削工事記録写真 

横浜市道で道路掘削を伴う工事を施工した

場合、完了届提出時、所定の用紙に必要事項 

を記入し写真を添付して電子データ（カラ

ー）で提出すること（「道路掘削工事記録写

真」参照）。 

 
 
 
 
 
 
 



５・４ 申込者変更

等 

１ 申込者変更 

＜解 説＞ 

【92ページ】 

１ 申込者変更 
建売住宅で、給水装置工事完了届提出前まで

に、申込者と購入者との間において、売買 
契約が成立し、加入金の納入通知書を購入者

名とする場合や、相続等により申込者名義で 
完了届を提出できないため、相続人名義に変

更する場合、法人の申込者が統合等により新 
会社名で工事を完成する場合などは、給水装

置工事申込者変更届により、申込者を変更す 
ることができる。 
 
２ 工事事業者変更 
申込者が委任した工事事業者が廃業等何ら

かの理由により、給水装置工事を完了させる 
ことができなくなった場合、委任契約者解任

（変更）届を提出し、新たに選任した、給水 
装置工事事業者にその工事を継承させるこ

とができる。 

１ 申込者変更 
   給水装置工事申込者変更届により、

申込者を変更することができる。 
   【参考例】 
   ・相続等により申込者名義で完了届

を提出できないため、相続人名義に変

更する場合 
   ・法人の申込者が統合等により新会

社名で工事を完成する場合 

 

 
２ 工事事業者変更 
申込者が委任した工事事業者が廃業等何

らかの理由により、給水装置工事を完了さ

せることができなくなった場合、委任契約

者解任（変更）届を提出し、新たに選任し

た、給水装置工事事業者にその工事を継承

させることができる。 
 届出については給水工事受付センター窓

口に申出のうえ、管理者の指示を受けるこ

と。 
 

 

申込者変更の参考事例を箇条書きにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事事業者変更の届出方法を追記しました。 

 



【118ページ】 11 河川等掘削及び占用 

 工事事業者は、河川等で給水装置工事を行

う場合は、河川管理者と事前に協議を行い、

掘削及び占用にあたって必要な条件の確認

や許可申請に必要な書類等を作成し、給水工

事受付センターへ提出しなければならない。 

許可申請に必要な書類等については、「河川

法許可申請について」（横浜川崎治水事務所）

等による。 

管理者は、掘削及び占用にあたって必要な書

類等の提出を受け、河川管理者の許可を得る

ものとする。 

11 河川等掘削及び占用 

 工事事業者は、河川等で給水装置工事を行

う場合は、河川管理者の事前協議に必要な資

料を作成後、管理者の指示を受けること、ま

た、掘削及び占用にあたって必要な条件の確

認や許可申請に必要な書類等を作成し、給水

工事受付センターへ提出しなければならな

い。 

許可申請に必要な書類等については、「河川

法許可申請について」（横浜川崎治水事務所）

等による。 

管理者は、掘削及び占用にあたって必要な書

類等の提出を受け、河川管理者の許可を得る

ものとする。 

 

13 申請図書の提出方法 

申請図書（図面、書類、写真等）の提出は、

原則として「５・１ 給水装置工事申込み」

及び「５・２ 完了届」を準用する。 

ただし、管理者が指示した場合は、その指

示に従うこと。 

 

現行の業務に合わせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請図書の提出方法を新設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６・６ 水道メータ

ーの設置 

＜解 説＞ 

３ メーター、表

函、メ－ターきょ

う、メーターボッ

クスの選定及び設

置 

【154ページ】 

 

 

（３）メーターきょう等の寸法 

イ 樹脂製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）メーターきょう等の寸法 

イ 樹脂製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の公開図に差し替えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 検 査 

７・３ 検査の合否 

【186ページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

主任技術者等の職

務 

３ 基準適合品の

使用等 

【6ページ】 

２ 給水装置の構造・材質が政令で定める基

準に適合していない場合は、基準適合品に取

り替えるまでの間メーターの設置は行わな

いものとする。 

また、完了検査に不適切な事項を指摘された

場合、軽易な図面訂正等で是正できる内容 

のものについては、工事事業者が速やかに図

面の訂正等を行い水道事務所に郵送または

電子データで送付するものとする。なお、窓

口に提出する場合は給水工事受付センター

に提出することとする。 

 

２ 主任技術者は、・・・・施主に説明して

理解を得なければならない。 

 基準適合性が不明である場合には、厚生労

働省告示に定められている試験方法による

試験を行うことができる試験所や第三者認

証機関などに製品試験を依頼することなど

により、科学的な判断を行わなければならな

い。 

２ 給水装置の構造・材質が政令で定める基

準に適合していない場合は、基準適合品に取

り替えるまでの間メーターの設置は行わな

いものとする。 

また、完了検査に不適切な事項を指摘された

場合、軽易な図面訂正等で是正できる内容 

のものについては、工事事業者が速やかに図

面の訂正等を行い水道事務所に郵送または

電子データで送付するものとする。 

 

 

 

２ 主任技術者は、・・・・施主に説明して

理解を得なければならない。 

 基準適合性が不明である場合には、国土

交通省及び環境省が所管する告示に定めら

れている試験方法による試験を行うことが

できる試験所や第三者認証機関などに製品

試験を依頼することなどにより、科学的な判

断を行わなければならない。 

電子申請の限定により、完了検査後の図面直しの

窓口提出についての記載を削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

【20ページ】 

 

 

 

 

 

 

【53ページ】 

 

 

 

 

 

 

【54～61ページ】 

 

 

 

 

 

 

【92ページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係

る各戸検針実施規約 

 

 

 

 

 

各戸検針に係る受水槽に直結する給水設備

設置指針 

（別紙３参照） 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係

る各戸検針実施規約・各様式 

 

給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工

事履行誓約書 

（別紙４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係

る各戸検針の取扱い 

（別紙２参照） 

 

各戸検針に係る受水槽に直結する給水設備

設置指針 

（別紙３参照） 

 

削除 

 

 

給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工

事履行誓約書 

（別紙４参照） 

第三者認証機関の情報を、機関名、ウェブサイト

URLの記載に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各

戸検針実施規約廃止に伴い削除しました。 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各

戸検針実施規約廃止に伴い新規作成しました。 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各

戸検針取扱要綱改定に伴い一部修正しました 

 

 

受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各

戸検針実施規約廃止に伴い削除しました。 

 

道路管理者通知により瑕疵期間を変更しました。 



【113ページ】 

 

給水装置工事（修繕工事）届出書 
（別紙５参照） 

 

給水装置工事（修繕工事）届出書 
（別紙５参照） 

水道法令に準拠しました。 



別紙１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 旧 

 
 
 
ページを新設しました。 
 



別紙２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 旧 

 
 
 
ページを新設しました。 
 



別紙３ 
 
１ページ目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
水道局貸与メーターを追記し

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
集中検針メーター設置に関し

て、計量特性を追記しました。 
 

新 旧 



 
２ページ目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
メーター前後の配管を修正

しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集中検針用メーターの型式

を修正しました。 
 

新 旧 



３ページ目 変更なし（省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別図第１ 変更なし（省略） 
 
別図第２ 変更なし（省略） 
 
別図第３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別図第４ 変更なし（省略） 

 
メーター部分拡大図の事例表記

を修正しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
メーター部分拡大図の事例表記

を修正しました。 
 
 

新 
 

旧 
 



別紙４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 新 

瑕疵期間を変更しました。 



別紙５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 新 

水道法令に準拠しました。 


